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 国が示す新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた小中学生の対応フロー図です。 

小中学生が新型コロナウイルス感染症の陽性が確定した時や濃厚接触者となった場合は、

御船保健所から治療に関するご案内や、接触状況等の調査で連絡がありますのでご協力を

お願いします。それらを参考に対応してください。 

 

（例１） 

発熱等で 

小中学生が 

ＰＣＲ検査を 

受けることに

なった場合 

→ 

出
席
停
止 

→ 
ＰＣＲ検査の結果 

陰性の場合 
→ 登校可能です。 

    

→ 
ＰＣＲ検査の結果 

陽性の場合 
→ 

入院療養後、感染症法で退院基準を満たす

まで出席停止。ただし、退院後濃厚接触者

と同居するときは、該当者の健康観察期間

に応じて出席停止を延長する場合があり

ます。 

 

（例２） 

小中学生が 

濃厚接触者 

となった場合 

→ 

出
席
停
止 

→ 
ＰＣＲ検査の結果 

陰性の場合 
→ 

感染症の陽性が確定された者と最後に接

触した日の翌日から２週間出席停止にな

り健康観察を行います。 
 

 
   

→ 
ＰＣＲ検査の結果 

陽性の場合 
→ 

入院療養後、感染症法で退院基準を満たす

まで出席停止。ただし、退院後濃厚接触者

と同居するときは、該当者の健康観察期間

に応じて出席停止を延長する場合があり

ます。 

※濃厚接触者 感染症の陽性が確定された者が発症する２日前から、感染予防対策をせずに接触した者 

 

（例３） 

同居家族が 

濃厚接触者 

となった場合 

→ 

出
席
停
止 

→ 

同居家族の 

ＰＣＲ検査の結果 

陰性の場合 
→ 

小中学生は症状等が出ていない場合は登

校可能です。 

※保護者不安等ある場合は出席停止可能 
    

→ 

同居家族の 

ＰＣＲ検査の結果 

陽性の場合 
→ 

小中学生は濃厚接触者となります。 

（例２の取扱い） 

 

※ 熊本県のリスクレベルがレベル４の場合は、小中学生の同居家族に発熱等の風邪症状

が見られる場合は出席停止となります。 



 

 

 

【小中学校での対応】 
 

感染症の陽性が確定された小中学生が所属する学校は一旦閉鎖し、御船保

健所の指導及び助言を受け、消毒作業や接触者の確認作業を行います。 

その後、状況により、学級、学年閉鎖又は学校全体で臨時休校を行い、感

染の恐れがないと判断された後に再開します。 

 

 

 

 

【連絡先】 
 

小中学生及び同居する家族がＰＣＲ検査を受けることになった、濃厚接触

者となった場合は、所属する学校へ連絡してください。 

  ※ 土日・祝日などの学校休校日は、 

山都町役場本庁当直室（電話 0967-72-1111） へ連絡し、 

①お名前  ②学校名  ③連絡先 をお伝えのうえ、 

「学校教育課へ連絡してください」とお伝え下さい。 

学校教育課を通して学校へ連絡し、学校からご家庭に連絡します。 

 
 


